
規

則 

埼
玉
県
交
通
安
全
対
策
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
三
年
三
月
十
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
八
号 

 
 

 

埼
玉
県
交
通
安
全
対
策
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
交
通
安
全
対
策
会
議
規
則
（
平
成
十
七
年
埼
玉
県
規
則
第
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
九
条
第
二
項
中
「
署
名
し
、
又
は
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」
を
「
署
名
し
な
け
れ
ば
」
に
改

め
る
。 

第
十
一
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第
十
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え

る
。 

 

（
書
面
に
よ
る
議
決
） 

第
十
条 

会
長
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
会
議
に
お
い
て

議
決
す
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
委
員
に
送
付
し
、
及
び
賛
否
を
確
認
し
、
又
は
意
見
を

徴
し
た
上
で
、
会
議
の
議
決
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
会
議
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
。 

 

二 

議
決
す
べ
き
事
項
が
軽
易
な
も
の
で
あ
る
と
き
。 

２ 

会
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
議
決
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
結
果
を
書
面
に
よ
り
委
員
に
報

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
に
よ
る
議
決
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
別
に
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
九
条
第
二
項
の
改
正
規
定

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


